
                  

平成２２年度 新潟市中央区社会福祉協議会 事業計画 

 

【基本方針】  

   中央区は、新潟市の中でも都市化が進み、交通の利便性に優れた水辺の多い

地域として、それぞれの文化や歴史を持った複数の地域で構成されています。    

近年、中央区でも核家族化や近隣関係の希薄化等により、社会的に孤立す

る可能性のある高齢者・障がい者世帯、子育て世帯の増加など様々な問題が

顕在化しています。 

  そのような状況の中、中央区社会福祉協議会（以下「区社協」という。）は、

「ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク事業」を中心事業として、地域

コミュニティの特色や地域性に応じた住民の主体的な福祉活動を支援するた

めに、ブロック制の導入や地域担当制を導入します。 

  さらに、「ひとり暮らし高齢者の生活と意識に関する調査」を実施し、中央

区におけるひとり暮らし高齢者の社会的孤立の状況を把握し、新たなサービ

スの企画・開発につなげます。 

以上の方針のもと、地域で安心して暮らせるよう様々な事業を展開します。   

 

【重点目標】 

１．地区社会福祉協議会活動の推進・支援 

  地域コミュニティにおける主体的な地域福祉活動のため、地区社会福祉協議 

会（以下「地区社協」という。）の活動を支援します。地域コミュニティ協議

会（以下「コミ協」という。）との連携・協働をより深めるため、ブロック制

を導入します。 

 

２．多様な福祉ニーズに対する支援 

  地域における多様な福祉ニーズに対応するため、地域を基盤とした相談支援 

及び個別支援機能の充実を図るとともに、地域福祉ネットワーク会議をブロッ

ク別に開催します。また、「中央区におけるひとり暮らし高齢者の生活と意識

の調査」を実施し、中央区におけるひとり暮らし高齢者の生活と意識の把握し、

明らかになった課題を新たなサービスの企画・開発に活かします。 
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３．ボランティア・市民活動の推進・支援 

  地域福祉の担い手としてのボランティア・市民活動を育むため、ボランティ 

ア・市民活動センターの機能を強化します。年度末には、中央区を活動拠点と 

して活動するボランティア・市民活動団体の情報交換会を開催します。 

 

４．子育て支援事業の充実及び福祉教育の推進・支援 

  子育て中の親子が気軽に集まり交流ができる居場所（子育てサロン）の輪を 

広げるとともに、総合学習などを中心とした地域・学校・企業等の社会資源を 

有機的につなげる福祉教育を実践します。 

 

５．広報・啓発活動の充実 

  中央区社協の事業や地域福祉活動に関する関心を高めるため、機関紙の発行、 

講演会など様々な広報・啓発活動の機会をつくるとともに、アンテナショップ 

機能の充実など多世代へ向けた情報発信に努めます。 

 

６．組織運営の充実・強化 

  会員会費をはじめとした安定的な財源確保に努めるとともに、理事会・委員 

会機能を強化し、開かれた区社協を目指します。 
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【事業概要】 
 
１．地区社会福祉協議会活動の推進・支援 

 ⑴ ふれあい事業助成 

   自治・町内会を単位とした世代交流事業の実施に対する助成を行います。 
 ⑵ コミュニティ活動推進事業助成 

   地区社協がコミ協と協働で行う世代交流事業について助成を行ないます。 
 ⑶ 歳末たすけあい事業助成 

   歳末たすけあい募金の配分事業として、歳末時期に地域や施設で行われ

る世代交流事業等に助成を行います。 
 ⑷ モデル地区社協指定事業 

    「ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク事業」の趣旨を踏まえた地区 
社協の取り組みに対して２ヶ年のモデル地区指定を行います。 

 ⑸ 地区社協代表者会議の開催 
   地区社協代表者による地区社協運営、情報交換などを目的とした会議を

開催します。適宜、地区社協会長会議を開催します。 
 ⑹ 幹事（自治・町内会長）研修会の開催 

   中央区内の幹事（自治・町内会長）を対象とした研修会をブロック別に

開催します。また、新任幹事向けの区社協事業、助成事業等の説明会も行

います。 
 ⑺ 地域ブロック制の導入【新規】 

   行政区域・地域包括支援センターの圏域を参考に、中央区の地区社協を

４つの地域ブロックに分け、地域の共通の課題について話し合う場づくり

を進めます。４地域で、地域ブロック連絡会を定期開催します。 
ブロック 包括圏域 該当する地区社協 
中央１ ふなえ 新潟、大畑、礎、入舟、栄、湊、豊照、※旭水 
中央２ 関屋・白新 関屋、有明台、浜浦、鏡淵、白山、※旭水 
東 宮浦東新潟 万代、長嶺、南万代、沼垂、本馬越 
南 姥ヶ山 笹口、紫竹山、女池、上所、鳥屋野、上山、山潟 

   ※旭水地区社協については、今年度は圏域が重なっています。 
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 ⑻ 地域担当制の導入【新規】 

   地域ブロック制の導入と併せて、地区社協・コミ協への支援をきめ細か

くできるよう区社協職員による地域担当制を導入します。 
 ⑼ 地域福祉推進員のモデル配置【新規】 
   地域ブロック制の導入に合わせ、モデル地域へ一か所、地域ブロック内

における地域福祉活動のコーディネートを行う職員の配置を行います。 
 ⑽ 地区社協とコミ協の圏域一致へ向けた調整【新規】 
   地域コミュニティにおける地域福祉活動を活性化するため、平成２３年

度からの地区社協とコミ協の圏域一致を図るため調整を行います。 
   
２．多様な福祉ニーズに対する支援 

 ⑴ ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク事業 

   中央区役所との協働事業として平成２０年度から実施しています。 
  ① 中央区におけるひとり暮らし高齢者の生活と意識の調査【新規】 
    中央区は、ひとり暮らし高齢者の割合が他区に比べて突出しており、

社会的に孤立する世帯または可能性のある世帯が多いと推測されます。 
    そこで、平成２２年度に実態調査を行い、その調査結果をもとに、報

告書を作成し、中・長期的に中央区で必要な予防のあり方等サービスの

企画・開発を行います。 
    調査は、新潟県立大、明治学院大学との共同研究、及び中央区民生委

員児童委員会長連絡会の協力により実施します。 
    また、調査結果については、報告書を作製し各関係機関・団体に向け  

配布し、年度末にはシンポジウムを開催する予定です。 
② 友愛訪問事業 

    ひとり暮らし高齢者等を地区民生委員児童協議会や地区社協、地域の

ボランティア等が協力して見守り・声がけを行う事業です。今後、中央

区内の未実施の地域に広がるよう取り組みます。また、友愛訪問事業の

訪問員を対象に研修会を行います。 
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③ ふれあいいきいきサロン（地域の茶の間）事業の推進 
    小地域（概ね自治・町内会を範囲）を中心とした見守り機能の充実を

図るため、助成を行います。また、一般市民向けの立ち上げ支援の講座

や実施団体の情報交換会などを開催します。また、運営費助成も併せて

行います。     
    ④ 夕食宅配サービス事業 

    社会的に孤立する可能性のある概ね６５歳以上のひとり暮らし高齢者

等を対象に、業者を通じて配達し見守りや声がけ行う事業です。 
  ⑤ あったかネットワーク事業助成 

   小地域を中心としたひとり暮らし高齢者等への見守りのネットワーク

づくりを支援します。配食事業、立ち寄り所など地域の独自性のある先

駆的な見守り活動に対しても助成を行います。 

⑥ 生きがい対応型通所事業【中央区役所委託事業】 
    閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等の介護予防事業の一環として

行なう事業です。中央区管内では、新潟市総合福祉会館、寄居コミュニ

ティハウス、南地域保健福祉センターの３ヶ所で開催します。 
  ⑦ モデル地区社協指定事業【再掲】 

      ※再掲のため省略 
  ⑧ ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク・シンポジウム【新規】 

    「ひとり暮らし高齢者の生活と意識の調査」の結果及びひとり暮らし

高齢者等見守りネットワーク事業の３ヶ年の実績を踏まえ、年度末にシ

ンポジウムを開催します。 
 ⑵ 地域福祉ネットワーク会議の開催【新規】 

    区社協の呼びかけによるブロックごとの専門機関のネットワーク会議を 

行い、地域の状況・課題把握の情報交換を定例化することで、制度の狭間

にあるケース等に協力して対応できるようネットワーク化を図ります。 

 ⑶ 介護保険サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所の運営【新規】 

    新潟市社協が設置する中央区内の介護保険サービス事業所及び障がい福

祉サービス事業所と協力し、総合的な相談体制の充実・強化に努めます。 
                ↓ 
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【介護サービス事業所一覧】 

 事業所名 事業内容 住 所 

１ 中央区中央介護支援センター ケアマネージメント 中央区八千代 1-3-1 

２ 中央区中央訪問介護センター 訪問介護（ヘルパー） 中央区関屋下川原町 1-3-11 

３ 中央区東訪問介護センター 訪問介護（ヘルパー） 中央区明石 2-3-25 

４ 中央区南訪問介護センター 訪問介護（ヘルパー） 中央区新和 3-3-1 

５ 老人デイサービスセンター本町 デイサービス 中央区本町通 1-168-2 

 
  【障がい福祉サービス事業所一覧】 

 事業所名 事業内容 住所 

１ 障がい者訪問介護センター 訪問介護／移動支援 中央区八千代 1-3-1 

２ デイサポートセンター明日葉 地域活動支援センター 中央区八千代 1-3-1 

  

⑷ まごころヘルプ事業 

   まごころヘルプは、平成２年からはじまった市民参加の会員相互のたす 

けあい活動です。介護保険サービス外の家事援助や日常生活支援などを提 

供会員が行います。 

⑸ 日常生活自立支援事業 

   認知高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が不十分な方が

住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、

福祉サービスの利用援助等を行う事業です。 
 ⑹ 生活福祉資金貸付事業【県社協委託事業】 
   低所得世帯などに対し、低利で資金の貸付と必要な援助指導を行うこと 

により経済的自立や社会参加の促進を図り、その世帯の安定した生活を確 
保することを目的とした制度です。昨今の経済不況により離職者等の相談 
が増えており、多様な生活上の課題を抱える低所得者世帯のセーフティネ 
ット機能の役割を持つ事業です。 
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 ⑺ 行旅者旅費貸付事業 
   金銭を失くし居住地へ帰れない方などを対象に、警察・行政と連携し少 
  額の貸付を行い、セーフティネットの役割を果たす事業です。 
⑻ 思いやりのひとかき運動 

   地域でのおもいやりと助けあいの心を育む運動して、区役所と協力し、 
除雪のためのスコップを停留所に設置する事業です。 

 
 ３．ボランティア・市民活動の推進・支援 

 ⑴ 中央区ボランティア・市民活動センターの運営 

    地域福祉活動につながる人材を育成するため、各種ボランティア講座を 

  開催します。また、ボランティア・市民活動に関する相談・情報提供など

を行う気軽な相談窓口としてセンター機能を充実させます。    

 ⑵ 運営委員会（ボランティア・市民活動センター関係） 
   ①  中央区ボランティア・市民活動センター運営委員会 

     理事、ボランティア・市民活動団体、企業などの参画により、ボラン

ティア・市民活動センターの運営・事業について様々な意見・助言をい

ただき、透明性の高い市民に開かれた中間支援組織にできるよう委員会

を開催します。 
  ②  災害ボランティアネットワーク準備委員会【新規】 

      大規模な災害が新潟市で発生した場合に備え、県内外のボランティア 
   の受入を想定した「災害ボランティアネットワーク」を常設するための 

準備委員会を立ち上げます。 
 ⑶ ボランティア・市民活動団体情報交換会の開催【新規】 

   中央区社協に登録したボランティア・市民活動団体の情報交換を目的と

して年度末に開催します。 
 ⑷ ボランティア情報誌の発行【新規】 

    ボランティア募集やイベント情報などを掲載した手づくり情報誌を発行

し、アンテナショップ（商店、施設等）に設置します。 

⑸  地域ボランティアセンターのモデル設置・運営【新規】 

    地域ブロック制導入に伴い、地域ボランティアセンターをモデル設置し、 
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  地域ブロックにおける情報・相談拠点とします。また、同時に地域福祉推

進員を配置します。  
 ⑹ 中央区ボランティア・市民活動センター 古町サテライトの運営【新規】 

   白山地区にある国際こども福祉カレッジの運営する福祉・介護人材育成

支援センター内にアンテナショップ機能のある古町サテライトを置き、地

域に密着した相談・情報発信機能を充実させます。前年度モデル実施。 
⑺ 各種ボランティア講座の開催 

  ① 保育ボランティア講座 

    一時保育事業の充実を図るため、今年度も引き続き、保育ボランティ 

   アの養成講座を行い、ボランティアを育成します。 

  ② ガイドボランティア講座 

      前年度に引き続き、障がい者のためのガイドボランティアの育成を行

い、グループ化を目指します。 

  ③ サマーボランティアスクール 

      中央公民館と共催で、こどもを対象に夏休みのボランティア体験学習

を行います。 

  ④ ボランティア活動へのきっかけ講座【新規】 

    ボランティア活動へのきっかけを探している一般市民の方を対象に、

気軽に参加していただける１日の講座を開催します。 

 ⑻ まごころヘルプ事業【再掲】 

      ※再掲のため省略 

⑼ 施設ボランティアコーディネーター情報交換会の開催 

   中央区内の福祉施設等のボランティアコーディネーター（受入担当者）

研修会を開催します。障がい福祉施設と高齢者施設に分けて開催します。 

 ⑽ 異業種交流会の開催 

    賛助会員企業に呼びかけ、異業種交流の場を設定することで、企業同士

の交流や社会貢献活動に関心を持つ企業のネットワーク化を図ります。 

 ⑾ 出会いのきっかけづくりパーティの実施 

   出会いのきっかけの少ない独身男性を対象として、新たな出会いの場を

提供するイベントを行います。ＦＭケントと共催で実施する予定です。 
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 ４．子育て支援事業及び福祉教育の推進・支援 

 ⑴ 一時保育事業の実施 

    子育て中の保護者の社会参加を促進するため、団体が開催する事業・イ

ベントの際の一時保育を実施します。一時保育は、保育ボランティアグル

ープ「カンガルー」を中心に行います。  

⑵ 子育てサロン事業の推進・支援 

    子育て家庭の不安解消やそのニーズを把握するため、保育ボランティアグ

ループ「カンガルー」の協力を得て、新潟市総合福祉会館を拠点として、

月１回の子育てサロンを開催します。また、地域の拠点を利用し、育児不

安解消や仲間づくりを行う子育てサロンの輪が広がるよう支援を行います。 

 ⑶ 第３回親子向け映画のつどいの開催 

   「親子で仲良く映画をみよう！！」というテーマで、子ども向けの新潟

市民映画館・シネウインドの協力により、映画上映を行います。 

⑷ 学校・地域・企業等の社会資源と連携した福祉教育の推進 

   総合学習などを中心とした地域・学校・企業等の社会資源を有機的につ

なげる福祉教育を実践します。また、中央区社協ガイドブックなどの配布

を行い、社協やボランティア活動への関心を高める機会として活用します。 

 

５．広報・啓発活動の充実・強化 

  ⑴ 中央区社協機関紙の定期発行 

   中央区内全世帯向けの広報として、「中央区社協だより」を年３回発行し、

区社協活動の情報発信を行います。今年度より、新聞折り込みをやめ、会

員会費等の資材配布時に幹事を通じて配布をします。 

⑵ ホームページによる情報発信 

   ホームページにより、区社協の事業・イベントなど様々な情報を発信し

ます。助成事業などの各種申請書もダウンロードできるようにし、適宜最

新の情報に更新します。  

⑶ コミュニティＦＭによる区社協情報番組の放送及び災害時協定 

   コミュニティＦＭ放送局・ＦＭケントとの協力により、毎月１回（第３

土曜９：２０～９：４０）、区社協情報番組を放送します。また、大規模災
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害時に区社協が設置する災害ボランティアセンターの情報発信の放送枠を

優先的に確保する協定を締結します。 

 ⑷ 第２回市民向け講演会の開催 
   歳末たすけあい事業の配分金により、広く市民を対象に健康や福祉など 

に関連した講演会を開催します。※２１年度は、羽生善治講演会を開催。 
 ⑸ 第１回中央区社協まつり（仮称）の開催【新規】 

    介護事業所・障がい事業所の利益の一部を財源として、中央区社協全体の

イベントを同日開催する予定です。２１年度に開催した「明日葉まつり」、

「介護ＩＮ天寿園（介護のつどい）」を同時開催する予定です。  

⑹ アンテナショップ（協力店）を活用した情報誌の設置 

   協力していただける区内の商店・企業等の窓口に、区社協機関紙、ボラ

ンティア情報誌、ガイドブック等の広報を設置します。 

 ⑺ 第１３回新潟市民健康福祉まつりへの協力（本部事業） 

   市民への啓発を目的として、健康と福祉をテーマに開催される第１３回

新潟市民健康福祉まつりへの運営協力を行います。 

 

 ６．組織運営の充実・強化 

 ⑴  新潟市社協一般会員会費及び賛助会員会費の安定確保 

   区社協事業の財源となる会員会費について区民・企業・団体の理解を得

るため広く周知を行い、会員会費の安定確保に努めます。 

⑵ 委員会機能の充実・強化 
   理事会の付託より区社協の運営・事業について検討を行う企画運営委員会 

の機能を充実させるため、企画財政運営委員会と名称変更し、併せて委員の

増員を行い、自主財源確保などの課題についても検討を行います。 

⑶ 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動への協力 

   区社協に新潟県共同募金会新潟市支会中央区分会の事務所を置き、赤い

羽根共同募金と歳末たすけあい募金運動への協力をします。 
 ⑷ 民生委員児童委員協議会との連携・協力 

    地域福祉の担い手である民生委員児童委員協議会との連携・協力をさらに 
進めます。 


